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（外務省ホームページを参考に、事務局作成） 

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約  

この条約の締約国は、  

国際連合憲章がすべての人間に固有の尊厳及び平等の原則に基礎を置いているこ

と並びにすべての加盟国が、人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者

のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を助長し及び奨励するという

国際連合の目的の一を達成するために、国際連合と協力して共同及び個別の行動を

とることを誓約したことを考慮し、  

世界人権宣言が、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及

び権利について平等であること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、

皮膚の色又は国民的出身による差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利

及び自由を享有することができることを宣明していることを考慮し、  

すべての人間が法律の前に平等であり、いかなる差別に対しても、また、いかな

る差別の扇動に対しても法律による平等の保護を受ける権利を有することを考慮

し、  

国際連合が植民地主義並びにこれに伴う隔離及び差別のあらゆる慣行（いかなる

形態であるかいかなる場所に存在するかを問わない。）を非難してきたこと並びに

1960 年 12 月 14 日の植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言（国際連

合総会決議第 1514 号（第 15 回会期））がこれらを速やかにかつ無条件に終了させ

る必要性を確認し及び厳粛に宣明したことを考慮し、  

1963 年 11 月 20 日のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言（国際

連合総会決議第 1904 号（第 18 回会期））が、あらゆる形態及び表現による人種差

別を全世界から速やかに撤廃し並びに人間の尊厳に対する理解及び尊重を確保する

必要性を厳粛に確認していることを考慮し、  

人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであり、道徳的に非難

されるべきであり及び社会的に不正かつ危険であること並びに理論上又は実際上、

いかなる場所においても、人種差別を正当化することはできないことを確信し、  

人種、皮膚の色又は種族的出身を理由とする人間の差別が諸国間の友好的かつ平

和的な関係に対する障害となること並びに諸国民の間の平和及び安全並びに同一の

国家内に共存している人々の調和をも害するおそれがあることを再確認し、  
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人種に基づく障壁の存在がいかなる人間社会の理想にも反することを確信し、  

世界のいくつかの地域において人種差別が依然として存在していること及び人種

的優越又は憎悪に基づく政府の政策（アパルトヘイト、隔離又は分離の政策等）が

とられていることを危険な事態として受けとめ、  

あらゆる形態及び表現による人種差別を速やかに撤廃するために必要なすべての

措置をとること並びに人種間の理解を促進し、いかなる形態の人種隔離及び人種差

別もない国際社会を建設するため、人種主義に基づく理論及び慣行を防止し並びに

これらと戦うことを決意し、  

1958 年に国際労働機関が採択した雇用及び職業についての差別に関する条約及び

1960 年に国際連合教育科学文化機関が採択した教育における差別の防止に関する条

約に留意し、  

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言に具現された原則を実現す

ること及びこのための実際的な措置を最も早い時期にとることを確保することを希

望して、  

次のとおり協定した。  

 

第1 部  

第１条  

１ この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若し

くは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、

経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場で

の人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的

又は効果を有するものをいう。  

２ この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又

は優先については、適用しない。  

３ この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何

ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いか

なる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。  
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４ 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要として

いる特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを

目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただ

し、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を

維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはな

らない。  

第２条  

１ 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策

及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なく

とることを約束する。このため、  

（a）各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しな

いこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動す

るよう確保することを約束する。  

（b）各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は

支持しないことを約束する。  

（c）各締約国は、政府（国及び地方）の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又

は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするため

に効果的な措置をとる。  

（d）各締約国は、すべての適当な方法（状況により必要とされるときは、立法を含

む。）により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させ

る。  

（e）各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構

成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励す

ること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束

する。  

２ 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属

する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会

的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発

展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかな

る場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集

団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。  

第３条  
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締約国は、特に、人種隔離及びアパルトヘイトを非難し、また、自国の管轄の下

にある領域におけるこの種のすべての慣行を防止し、禁止し及び根絶することを約

束する。  

第４条  

締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集

団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び

人種差別（形態のいかんを問わない。）を正当化し若しくは助長することを企てる

あらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を

根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このた

め、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十

分な考慮を払って、特に次のことを行う。  

（a）人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる

人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであ

るかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に

対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であること

を宣言すること。  

（b）人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝

活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が

法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。  

（c）国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めな

いこと。  

第５条  

第２条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あ

らゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的

若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという

権利を保障することを約束する。  

（a）裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについ

ての権利  

（b）暴力又は傷害（公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又

は団体によって加えられるものであるかを問わない。）に対する身体の安全及び

国家による保護についての権利  
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（c）政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によっ

て参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わ

る権利  

（d）他の市民的権利、特に、  

（i）国境内における移動及び居住の自由についての権利  

（ii）いずれの国（自国を含む。）からも離れ及び自国に戻る権利  

（iii）国籍についての権利  

（iv）婚姻及び配偶者の選択についての権利  

（v）単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利  

（vi）相続する権利  

（vii）思想、良心及び宗教の自由についての権利  

（viii）意見及び表現の自由についての権利  

（ix）平和的な集会及び結社の自由についての権利  

（e）経済的、社会的及び文化的権利、特に、  

（i）労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、 

  失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬 

  及び公正かつ良好な報酬についての権利  

（ii）労働組合を結成し及びこれに加入する権利  

（iii）住居についての権利  

（iv）公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利  

（v）教育及び訓練についての権利  

（vi）文化的な活動への平等な参加についての権利  

（f）輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とす

るあらゆる場所又はサービスを利用する権利  

第６条  

締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及

び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆ

る人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の

結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所

に求める権利を確保する。  

第７条  
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締約国は、人種差別につながる偏見と戦い、諸国民の間及び人種又は種族の集団

の間の理解、寛容及び友好を促進し並びに国際連合憲章、世界人権宣言、あらゆる

形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言及びこの条約の目的及び原則を普及さ

せるため、特に教授、教育、文化及び情報の分野において、迅速かつ効果的な措置

をとることを約束する。  

 

 

第２部  

第８条  

１ 締約国により締約国の国民の中から選出される徳望が高く、かつ、公平と認め

られる 18 人の専門家で構成する人種差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。委員会の委員は、個人の資格で職務を遂行する。その選

出に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形

態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。  

２ 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選

出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。  

３ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後６箇月を経過した

時に行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも３箇月前ま

でに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を２箇月以内に提出するよう書簡

で要請する。同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿（これ

らの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、締約国に送付す

る。  

４ 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締

約国の会合において行う。この会合は、締約国の３分の２をもって定足数とす

る。この会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた

票の最多数で、かつ、過半数の票を得た指名された者をもって委員会に選出され

た委員とする。  

５（a）委員会の委員は、４年の任期で選出される。ただし、最初の選挙において選

出された委員のうち９人の委員の任期は、２年で終了するものとし、これらの

９人の委員は、最初の選挙の後直ちに、委員会の委員長によりくじ引きで選ば

れる。  
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 （b）締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行することができ

なくなった場合には、その空席を補充するため、委員会の承認を条件として自

国民の中から他の専門家を任命する。  

６ 締約国は、委員会の委員が委員会の任務を遂行している間、当該委員に係る経

費について責任を負う。  

第９条  

１ 締約国は、次の場合に、この条約の諸規定の実現のためにとった立法上、司法

上、行政上その他の措置に関する報告を、委員会による検討のため、国際連合事

務総長に提出することを約束する。  

（a）当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から１年以内  

（b）その後は２年ごとに、更には委員会が要請するとき。  

  委員会は、追加の情報を締約国に要請することができる。  

２ 委員会は、その活動につき国際連合事務総長を通じて毎年国際連合総会に報告

するものとし、また、締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般

的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有

する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見と共に、総会に報告する。  

第 10 条  

１ 委員会は、手続規則を採択する。  

２ 委員会は、役員を２年の任期で選出する。  

３ 委員会の事務局は、国際連合事務総長が提供する。  

４ 委員会の会合は、原則として、国際連合本部において開催する。  

第 11 条  

１ 締約国は、他の締約国がこの条約の諸規定を実現していないと認める場合に

は、その事案につき委員会の注意を喚起することができる。委員会は、その通知

を関係締約国に送付する。当該通知を受領する国は、３箇月以内に、当該事案に

ついて及び、当該国がとった救済措置がある場合には、当該救済措置についての

書面による説明又は声明を委員会に提出する。  
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２ 最初の通知の受領の後６箇月以内に当該事案が二国間交渉又は当事国にとって

可能な他のいかなる手続によっても当事国の双方の満足するように調整されない

場合には、いずれの一方の締約国も、委員会及び他方の締約国に通告することに

より当該事案を再び委員会に付託する権利を有する。  

３ 委員会は、２の規定により委員会に付託された事案について利用し得るすべて

の国内的な救済措置がとられかつ尽くされたことを確認した後に、一般的に認め

られた国際法の原則に従って、当該事案を取り扱う。ただし、救済措置の実施が

不当に遅延する場合は、この限りでない。  

４ 委員会は、付託されたいずれの事案についても、関係締約国に対し、他のあら

ゆる関連情報を提供するよう要請することができる。  

５ この条の規定から生ずるいずれかの事案が委員会により検討されている場合に

は、関係締約国は、当該事案が検討されている間、投票権なしで委員会の議事に

参加する代表を派遣する権利を有する。  

第 12 条  

１（a）委員長は、委員会が必要と認めるすべての情報を入手し、かつ、取りまとめ

た後、５人の者（委員会の委員であるか否かを問わない。）から成る特別調停

委員会（以下「調停委員会」という。）を設置する。調停委員会の委員は、す

べての紛争当事国の同意を得て任命するものとし、調停委員会は、この条約の

尊重を基礎として事案を友好的に解決するため、関係国に対してあっせんを行

う。  

 （b）調停委員会の構成について３箇月以内に紛争当事国が合意に達しない場合に

は、合意が得られない調停委員会の委員については、委員会の秘密投票によ

り、３分の２以上の多数による議決で、委員会の委員の中から選出する。  

２ 調停委員会の委員は、個人の資格で、職務を遂行する。委員は、紛争当事国の

国民又はこの条約の締約国でない国の国民であってはならない。  

３ 調停委員会は、委員長を選出し、及び手続規則を採択する。  

４ 調停委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は調停委員会が決定する他

の適当な場所において開催する。  

５ 第 10 条３の規定により提供される事務局は、締約国間の紛争のために調停委員

会が設けられた場合には、調停委員会に対しても役務を提供する。  
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６ 紛争当事国は、国際連合事務総長が作成する見積りに従って、調停委員会の委

員に係るすべての経費を平等に分担する。  

７ 国際連合事務総長は、必要なときは、６の規定による紛争当事国の経費の分担

に先立って調停委員会の委員の経費を支払う権限を有する。  

８ 委員会が入手し、かつ、取りまとめる情報は、調停委員会の利用に供しなけれ

ばならず、また、調停委員会は、関係国に対し、他のあらゆる関連情報を提供す

るよう要請することができる。  

第 13 条  

１ 調停委員会は、事案を十分に検討した後、当事国間の係争問題に係るすべての

事実関係についての調査結果を記載し、かつ、紛争の友好的な解決のために適当

と認める勧告を付した報告を作成し、委員会の委員長に提出する。  

２ 委員会の委員長は、調停委員会の報告を各紛争当事国に通知する。これらの紛

争当事国は、３箇月以内に、委員会の委員長に対し、調停委員会の報告に付され

ている勧告を受諾するか否かを通知する。  

３ 委員会の委員長は、２に定める期間の後、調停委員会の報告及び関係締約国の

意図の表明を、他の締約国に通知する。  

第 14 条  

１ 締約国は、この条約に定めるいずれかの権利の当該締約国による侵害の被害者

であると主張する当該締約国の管轄の下にある個人又は集団からの通報を、委員

会が受理しかつ検討する権限を有することを認める旨を、いつでも宣言すること

ができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を受理してはな

らない。  

２ １に規定する宣言を行う締約国は、その管轄の下にある個人又は集団であっ

て、この条約に定めるいずれかの権利の侵害の被害者であると主張し、かつ、他

の利用し得る国内的な救済措置を尽くしたものからの請願を受理しかつ検討する

権限を有する機関を、国内の法制度の枠内に設置し又は指定することができる。  

３ １の規定に基づいて行われた宣言及び２の規定に基づいて設置され又は指定さ

れる機関の名称は、関係締約国が国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務

総長は、その写しを他の締約国に送付する。宣言は、同事務総長に対する通告に

よりいつでも撤回することができる。ただし、その撤回は、委員会で検討中の通

報に影響を及ぼすものではない。  
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４ ２の規定に基づいて設置され又は指定される機関は、請願の登録簿を保管する

ものとし、登録簿の証明された謄本は、その内容が公開されないとの了解の下

に、適当な経路を通じて毎年国際連合事務総長に提出する。  

５ 請願者は、２の規定に基づいて設置され又は指定される機関から満足な結果が

得られない場合には、その事案を６箇月以内に委員会に通報する権利を有する。  

６（a）委員会は、付託されたいずれの通報についても、この条約のいずれかの規定

に違反していると申し立てられている締約国の注意を内密に喚起する。ただ

し、関係のある個人又は集団の身元関係事項は、当該個人又は集団の明示の同

意なしに明らかにしてはならない。委員会は、匿名の通報を受領してはならな

い。  

 （b）注意を喚起された国は、３箇月以内に、当該事案について及び、当該国がと

った救済措置がある場合には、当該救済措置についての書面による説明又は声

明を委員会に提出する。  

７（a）委員会は、関係締約国及び請願者により委員会の利用に供されたすべての情

報に照らして通報を検討する。委員会は、請願者が利用し得るすべての国内的

な救済措置を尽くしたことを確認しない限り、請願者からのいかなる通報も検

討してはならない。ただし、救済措置の実施が不当に遅延する場合は、この限

りでない。  

 （b）委員会は、提案及び勧告をする場合には、これらを関係締約国及び請願者に

送付する。  

８ 委員会は、通報の概要並びに、適当なときは、関係締約国の書面による説明及

び声明の概要並びに当該委員会の提案及び勧告の概要を、その年次報告に記載す

る。  

９ 委員会は、少なくとも 10 の締約国が１の規定に基づいて行った宣言に拘束され

る場合にのみ、この条に規定する任務を遂行する権限を有する。  

第 15 条  

１ この条約の規定は、1960 年 12 月 14 日の植民地及びその人民に対する独立の付

与に関する宣言（国際連合総会決議第 1514 号（第 15 回会期））の目的が達成さ

れるまでの間、他の国際文書又は国際連合及びその専門機関により当該人民に付

与された請願の権利を何ら制限するものではない。  
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２（a）国際連合の諸機関が、信託統治地域及び非自治地域並びに国際連合総会決議

第 1514 号（第 15 回会期）が適用される他のすべての地域の住民からの請願で

あって、この条約の対象とする事項に関連するものを検討するに当たって、こ

の条約の原則及び目的に直接関連する事項を取り扱っている場合には、第８条

１の規定に基づいて設置される委員会は、当該請願の写しを受領し、これらの

機関に対し、当該請願に関する意見の表明及び勧告を提出する。  

 （b）委員会は、（a）に規定する地域内において施政国により適用されるこの条

約の原則及び目的に直接関連する立法上、司法上、行政上その他の措置につい

ての報告の写しを国際連合の権限のある機関から受領し、これらの機関に対

し、意見を表明し及び勧告を行う。  

３ 委員会は、国際連合の諸機関から受領した請願及び報告の概要並びに当該請願

及び報告に関連する委員会の意見の表明及び勧告を、国際連合総会に対する報告

に記載する。  

４ 委員会は、国際連合事務総長に対し、２（a）に規定する地域について、この条

約の目的に関連しかつ同事務総長が入手し得るすべての情報を要求する。  

第 16 条  

紛争又は苦情の解決に関するこの条約の規定は、国際連合及びその専門機関の基

本文書又は国際連合及びその専門機関により採択された条約に定める差別の分野に

おける紛争又は苦情の解決のための他の手続を妨げることなく適用するものとし、

締約国の間で効力を有する一般的な又狽ﾍ特別の国際取極による紛争の解決のため、

締約国が他の手続を利用することを妨げるものではない。  

 

第３部  

第 17 条  

１ この条約は、国際連合又はいずれかの専門機関の加盟国、国際司法裁判所規程

の当事国及びこの条約の締約国となるよう国際連合総会が招請するその他の国に

よる署名のために開放しておく。  

２ この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託

する。  

第 18 条  
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１ この条約は、前条１に規定する国による加入のために開放しておく。  

２ 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。  

第 19 条  

１ この条約は、27 番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の

後 30 日目の日に効力を生ずる。  

２ 27 番目の批准書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准し又はこれに加入

する国については、この条約は、その批准書又は加入書の寄託の日の後 30 日目の

日に効力を生ずる。  

第 20 条  

１ 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保を受領し、かつ、この

条約の締約国であるか又は将来締約国となる可能性のあるすべての国に当該留保

を送付する。留保に異議を有する国は、その送付の日から 90 日の期間内に、その

留保を承認しない旨を同事務総長に通告する。  

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。また、この条約

により設置する機関の活動を抑制するような効果を有する留保は、認められな

い。留保は、締約国の少なくとも３分の２が異議を申し立てる場合には、両立し

ないもの又は抑制的なものとみなされる。  

３ 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができ

る。通告は、その受領の日に効力を生ずる。  

第 21 条  

締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条

約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後１年

で効力を生ずる。  

第 22 条  

この条約の解釈又は適用に関する２以上の締約国の間の紛争であって、交渉又は

この条約に明示的に定められている手続によって解決されないものは、紛争当事国

が他の解決方法について合意しない限り、いずれかの紛争当事国の要請により、決

定のため国際司法裁判所に付託される。  
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第 23 条  

１ いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、いつで

もこの条約の改正を要請することができる。  

２ 国際連合総会は、１の要請についてとるべき措置があるときは、その措置を決

定する。  

第 24 条  

 国際連合事務総長は、第 17 条１に規定するすべての国に対し、次の事項を通報す

る。  

（a）第 17 条及び第 18 条の規定による署名、批准及び加入  

（b）第 19 条の規定によりこの条約が効力を生ずる日  

（c）第 14 条、第 20 条及び前条の規定により受領した通告及び宣言  

（d）第 21 条の規定による廃棄  

第 25 条  

１ この条約は、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく

正文とし、国際連合に寄託される。  

２ 国際連合事務総長は、この条約の認証謄本を第 17 条１に定める種類のいずれ

かに属するすべての国に送付する。  

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けて、1966 年３月７日

にニュー・ヨークで署名のために開放されたこの条約に署名した。 



 参考資料 ２  
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成 12 年法律第 147 号） 

（目的）   

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門

地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の

擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進に

ついて、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を

定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。  

（定義）   

第２条  この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育

活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対

する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除

く。）をいう。  

（基本理念）  

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職

域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対

する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な

手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われな

ければならない。  

（国の責務）  

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する

責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の

実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を

有する。  
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（国民の責務）  

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の

実現に寄与するよう努めなければならない。  

（基本計画の策定）  

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。  

（年次報告）  

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策に

ついての報告を提出しなければならない。  

（財政上の措置）  

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、

当該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができ

る。  

附 則  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の

施行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策に

ついて適用する。  

（見直し） 

第２条 この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平

成８年法律第 120 号）第３条第２項に基づく人権が侵害された場合における被害者

の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調

査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。 


